
高知県森林資源再生支援事業実施要領
（趣旨）
第１　この要領は、高知県森林資源再生支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）別表第１の事業区分（１）、（３）、（４）、（５）及び（６）の事業の実施に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
（事業実施主体）
第２　この事業を実施することができる事業体は、次のとおりとする。
（１）再造林推進費
　　林業事務所（嶺北地域にあっては「中央東林業事務所嶺北林業振興事務所」と読み替える。以下同じ。）に設置された増産・再造林推進協議会（以下「協議会」という。）において登録された再造林推進員の所属する森林組合及び林業事業体とする。
（２）資機材整備等支援
　　事業実施年度までの直近３年以内（事業実施年度の前年度から起算して連続する過去３年度間）に造林事業（地拵、植付、下刈等）を実施する経営体を立ち上げ又は既存の経営体で新たに造林事業を実施する体制を整備した者とし、継続して造林を実施する見込み・能力・体制を持つこと。
　　なお、造林事業を開始した日の考え方は、①造林事業を開始する旨事業体の定款に記載した日、②造林事業を実施することを目的として法人化した日、③新たに造林班を設置、もしくは既存の作業班で造林を実施する体制が整備された日とする。
（３）資機材整備等支援　
　　造林事業を既に実施している林業事業体とする。
（４）シカ防護柵点検管理
造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された付帯施設等整備を管理する林業事業体とする。
（５）補植等支援
造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された造林地で植栽を行った林業事業体とする。
（事業の内容、採択要件等）
第３　事業の内容、採択要件等は、別表１によるものとする。
なお、別表１（２）資機材整備等支援及び（３）資機材整備等支援　既存事業者の事業を実施するために締結する契約については、地方自治体が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うものとし、特に次の点を遵守するものとする。

（１）契約の方法

計画に基づく事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、競争に付さなければならない。ただし、補助事業等の運営上、競争に付すことが困難又は不適当である場合は、随意契約による事ができる。

（２）予定価格の設定

契約にあたっては原則として予定価格を設定するものとし、導入しようとする施設の仕様書を定め、原則３者以上の者より見積もりを徴収し行うこととする。ただし、３者以上の者より見積もり書の徴収が困難な場合にあっては、その理由を明らかにするとともに書面により整理保管すること。

（３）契約の相手方の選定

原則として５者以上の入札者を指名して競争入札（見積書の徴収による場合を含む）により行うこととする。ただし、５者以上の入札者の指名が困難な場合にあっては、理由を明らかにするとともに書面により整理保管することとする。

（４）入札及び契約

入札及び契約にあたっては競争性公平性を確保して実施する事とし、（１）から（３）を参考に実施すること。なお、次のアからキまでに該当する場合には２人以上のものから見積書を徴収し、随意契約により契約できるものとする。ただし、計画額が 30 万円を超えないときは単独の見積もりでも可とする。

ア　計画事業費（計画事業費を定めない場合にあっては設計金額。以下同じ。）が次の金額を超えないとき。

① 工事又は製造の請負 400万円

② 財産の買入れ 300万円

③ 物件の借入れ 150万円

④ ①～③以外のもの 200万円

イ 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

ウ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

エ 競争入札に付することが不利と認められるとき。

オ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

カ 競争入札に付し入札者がないとき。

キ 落札者が契約を締結しないとき。
（森林資源再生支援事業実施計画の作成等）
第４　実施計画の作成等は、次により行うものとする。
（１）事業実施主体は、別記第１号様式による森林資源再生支援事業実施計画書（以下「実施計画書」という。）を作成する。
（２）事業実施主体は、作成した実施計画書を別記第２号様式により知事に提出するものとする。
（３）知事は、事業実施主体から提出された実施計画書について、適当と認められるときは別記第３号様式により承認するものとする。
（４）要綱第８条第２項第１号又は第２号に該当する変更承認申請書が提出された場合は、新たな実施計画書の提出は省略できるものとする。
（５）事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、事業完成予定年月日の延期届出書を別記第４号様式により施行地を管轄する林業事務所の長（中央東林業事務所嶺北林業振興事務所の管轄区域にあっては、嶺北林業振興事務所長(以下「林業事務所の長」という。)に１部提出するものとする。
（事業の推進等）
第５　知事は、計画の実効性を確保するため、事業実施主体に対し必要な調査及び助言指導を行うとともに、林業事務所に設置された協議会に対し、必要な情報等の提供を行うものとする。
（書類の提出）
第６　この要領に基づき知事に提出する書類は、施行地を管轄する林業事務所を経由して２部提出するものとする。
（その他）
第７　この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、知事が別に定める。
附則
　この要領は、令和２年４月１日から適用する。
附則
　　この要領は、令和２年６月５日から適用する。
附則
この要領は、令和４年４月１日から適用する。

附則
この要領は、令和４年７月15日から適用する。
附則
この要領は、令和５年４月19日から適用する。
附則
この要領は、令和６年４月１日から適用する。
附則
この要領は、令和７年４月１日から適用する。
附則
この要領は、令和８年４月１日から適用する。
別表１
	事業区分
	事業内容
	対象経費等

	（１）再造林推進費


	　伐採跡地の再造林の推進を目的に県が設置する協議会に登録した再造林を推進する者（以下「再造林推進員」という。）が行う伐採跡地の森林所有者に対する仲介活動、森林施業プランの提案及び同意取得活動。


	①仲介活動

森林所有者の再造林に対する意思確認から再造林を行う者への仲介活動

②森林施業プラン作成

森林所有者ごとの再造林から、その後の維持管理に要する経費と伐採により得られる収入等を試算するための森林調査及び提案書の作成

③同意取得活動

森林所有者から再造林の同意を得るために行う面談、交渉等の活動

	（２）資機材整備等支援
	 新たに造林事業を開始する者等が行う資機材の整備や、技術習得・安全衛生研修への取組。
	新たに造林事業を開始する者への資機材の整備や技術習得・安全衛生研修に要する経費の1/2以内。
・補助対象の例
　ヘルメット、防振（防蜂）手袋、なた、のこぎり、防護服、安全靴、刈払機、チェーンソー、ウインチ、軽架線、チッパー、電気柵・土留め柵等構築物の資材、植林用自動穴掘機械、林内通信機器（ＬＰＷＡ等）、携帯型ＧＰＳ機器、林内作業車（500万円未満のもの）、苗木運搬車、任意傷害保険、レンタル経費等（汎用性のある物品等は対象外）

	（３）資機材整備等支援

	造林を行う事業者の生産性の向上や低コスト造林を推進するため、資機材及び低コスト造林に寄与する造林機械のレンタルを支援する取組。
	資機材及び低コスト造林に寄与する造林機械のレンタルに要する経費の1/2以内。

・補助対象の例
　ヘルメット、防振（防蜂）手袋、なた、のこぎり、防護服、安全靴、刈払機、チェーンソー、ウインチ、軽架線、チッパー、電気柵・土留め柵等構築物の資材、植林用自動穴掘機械、林内通信機器（ＬＰＷＡ等）、携帯型ＧＰＳ機器、林内作業車（500万円未満のもの）、苗木運搬車、レンタル経費等（汎用性のある物品等は対象外）

	（４）シカ防護柵点検管理

	シカ等による苗木の食害を防ぐため、シカ防護柵の点検及び簡易な補修を実施。
	・造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された付帯施設等整備（鳥獣害防止ネット）であること。
・防護柵の全周を踏査により見回りを行い、防護柵に軽微な異常があれば補修を実施する。

	（５）補植等支援
	　獣害により苗木の食害等を受けた造林地に対して、補植及び忌避剤散布を実施。
	　補植及び忌避剤散布の実施に要する経費。


第２号様式
年　　月　　日
高知県知事　　　　　　様
事業実施主体　住　所
氏　名　　　　　　　　　　
森林資源再生支援事業実施計画承認申請書
　高知県森林資源再生支援事業実施要領第４の（２）に基づき、森林資源再生支援事業実施計画書の承認を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
１　森林資源再生支援事業実施計画書
　第１号様式のとおり
第３号様式
番　　　　　号
年　　月　　日
事業実施主体　代表者　　様
高知県知事　　　　
森林資源再生支援事業実施計画の承認について
　　　年　　月　　日付けで承認申請のありました森林資源再生支援事業実施計画書について、高知県森林資源再生支援事業実施要領第４の（３）に基づき承認します。
第４号様式
年　　月　　日
林業事務所長　　様
事業実施主体　住　所
氏　名　　　　　　　　　　
森林資源再生支援事業完成予定年月日の延期届出書
　　　年　　月　　日付け高知県指令　　第　　号で補助金交付決定通知のありました事業について、下記のとおり事業完成予定年月日を延期したいので届け出ます。
記
１　延期の理由
２　変更前事業完成予定年月日
３　変更後事業完成予定年月日


